
議

案

第

十

六

号 

  

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

に

つ

い

て 

  

令

和

八

年

三

月

二

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会
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港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

案

） 

 
港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則
（

平

成

十

二

年

教

育

委

員

会

規

則

第

十

五

号

）
の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

四

条

第

一

項

第

一

号

中
「

百

分

の

百

二

十

」
を
「

百

分

の

百

十

八
・
七

五

」
に

、
「

百

分

の

百

三

十

七
・
五

」

を
「

百

分

の

百

三

十

六
・
二

五

」
に

改

め

、
同

項

第

二

号

中
「

百

分

の

六

十

」
を
「

百

分

の

五

十

八
・
七

五

」
に

、

「

百

分

の

六

十

八

・

七

五

」

を

「

百

分

の

六

十

七

・

五

」

改

め

る

。 

第

五

条

第

六

項

中
「

介

護

休

暇

又

は

育

児

部

分

休

業

」
を
「

介

護

休

暇

、
育

児

部

分

休

業

、
高

齢

者

部

分

休

業

又

は

病

気

休

暇

」
に

改

め

、
「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

お

い

て

介

護

休

暇

」
の

次

に

「

、

高

齢

者

部

分

休

業

又

は

病

気

休

暇

」

を

加

え

る

。 

 

別

表

第

三
（

第

十

一

条

関

係

）
中
「

港

区

立

学

校

の

管

理

運

営

に

関

す

る

規

則
（

昭

和

五

十

三

年

港

区

教

育

委

員

会

規

則

第

九

号

）
第

六

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

項

に

規

定

す

る

主

任

教

諭

又

は

主

任

養

護

教

諭

」
を
「

職

員

の

う

ち

そ

の

属

す

る

職

務

の

級

が

二

級

で

あ

る

も

の

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 



港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
案
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

○
港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則 

○
港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則 

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日 

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日 

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
支
給
割
合
） 

（
支
給
割
合
） 

第
四
条 

条
例
第
三
十
条
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
に
勤
務
期

間
に
お
け
る
そ
の
者
の
別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
欠
勤
等
日
数
の
区
分
に
応
じ

同
表
下
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
割
合
に
次
項
に
規
定
す
る
成
績
率
を

乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。 

第
四
条 

条
例
第
三
十
条
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
に
勤
務
期

間
に
お
け
る
そ
の
者
の
別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
欠
勤
等
日
数
の
区
分
に
応
じ

同
表
下
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
割
合
に
次
項
に
規
定
す
る
成
績
率
を

乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

以
外
の
職
員 

百
分
の
百
十
八
・
七
五
（
条
例
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管

理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
三
十
六
・
二
五
） 

一 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

以
外
の
職
員 

百
分
の
百
二
十
（
条
例
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手

当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
三
十
七
・
五
） 

二 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

百
分
の
五
十
八
・
七
五
（
条
例
第
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分

二 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

百
分
の
六
十
（
条
例
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
六
十

令和８年３月２６日 
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の
六
十
七
・
五
） 

八
・
七
五
） 

２
・
３ 
（
略
） 

２
・
３
（
略
） 

（
欠
勤
等
日
数
） 

（
欠
勤
等
日
数
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

第
一
項
及
び
前
二
項
の
規
定
は
、
介
護
休
暇
、
育
児
部
分
休
業
、
高
齢
者
部

分
休
業
又
は
病
気
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日

を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
期
間
か
ら
週
休
日
等

を
除
い
た
日
と
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い

時
間
を
七
時
間
四
十
五
分
を
も
っ
て
一
日
と
し
て
換
算
し
た
日
及
び
一
日
未
満

の
端
数
の
時
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
お
い
て

介
護
休
暇
、
高
齢
者
部
分
休
業
又
は
病
気
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期
間
に
あ

っ
て
は
日
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
期
間
か
ら

週
休
日
等
を
除
い
た
日
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
と
時
間
を
単
位
と
し
て
承

認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
を
合
計
し
た
時
間
を
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
に
係
る
算
出
率
で
除
し
て
得
た
時
間
を
七
時
間
四
十
五
分
を
も
っ

て
一
日
と
し
て
換
算
し
た
日
及
び
一
日
未
満
の
端
数
の
時
間
と
し
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
お
い
て
介
護
休
暇
、
育
児
部

分
休
業
、
高
齢
者
部
分
休
業
又
は
病
気
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期
間
に
あ
っ

て
は
日
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
期
間
か
ら
週

休
日
等
を
除
い
た
日
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
と
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
合
計
し
た
時
間
を
勤
務

６ 

第
一
項
及
び
前
二
項
の
規
定
は
、
介
護
休
暇
又
は
育
児
部
分
休
業
に
よ
り
勤

務
し
な
い
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
勤
務
し
な
い
期
間
か
ら
週
休
日
等
を
除
い
た
日
と
時
間
を
単
位
と
し

て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
を
七
時
間
四
十
五
分
を
も
っ

て
一
日
と
し
て
換
算
し
た
日
及
び
一
日
未
満
の
端
数
の
時
間
（
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
お
い
て
介
護
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期

間
に
あ
っ
て
は
日
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
期

間
か
ら
週
休
日
等
を
除
い
た
日
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
と
時
間
を
単
位
と

し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
時
間
を
合
計
し
た
時
間
を
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
に
係
る
算
出
率
で
除
し
て
得
た
時
間
を
七
時
間
四
十
五
分

を
も
っ
て
一
日
と
し
て
換
算
し
た
日
及
び
一
日
未
満
の
端
数
の
時
間
と
し
、
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
お
い
て
介
護
休
暇
又

は
育
児
部
分
休
業
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期
間
に
あ
っ
て
は
日
を
単
位
と
し
て
承

認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤
務
し
な
い
期
間
か
ら
週
休
日
等
を
除
い
た
日
に
お

け
る
勤
務
し
な
い
時
間
と
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
勤

務
し
な
い
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
合
計
し
た
時
間
を
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る



時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
算
出
率
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
時
間
を
七

時
間
四
十
五
分
を
も
っ
て
一
日
と
し
て
換
算
し
た
日
及
び
一
日
未
満
の
端
数
の

時
間
と
す
る
。
）
を
合
計
し
た
日
及
び
時
間
が
三
十
日
を
超
え
な
い
場
合
は
、

適
用
し
な
い
。 

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係

る
算
出
率
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
時
間
を
七
時
間
四
十
五
分
を
も
っ
て

一
日
と
し
て
換
算
し
た
日
及
び
一
日
未
満
の
端
数
の
時
間
と
す
る
。
）
を
合
計

し
た
日
及
び
時
間
が
三
十
日
を
超
え
な
い
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
） 

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
） 

職
員
の
区
分 

割
合 

園
長 

百
分
の
十
二 

副
園
長 
百
分
の
十 

職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
る
も
の 

百
分
の
五 

 

職
員
の
区
分 

割
合 

園
長 

百
分
の
十
二 

副
園
長 

百
分
の
十 

港
区
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年

港
区
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
六
条
の
五
第
一
項
又
は

第
二
項
に
規
定
す
る
主
任
教
諭
又
は
主
任
養
護
教
諭 

百
分
の
五 

 

 
 

 
 
 

付 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 


